
あいち境界問題相談センター 

土地の境界に関する紛争 

申立費用 3,000円（税込3,300円） 

調査費用 10,000円（税込11,000円） 

調査実費 20,000 円(税込 22,000 円)

予納 

※調査費用・実費は必要に応じて 

相手方への 

通知・確認・説明 
申立人への通知 

当事者双方に通知 

不受理決定 申立人への通知 

 

申立の取下げ、離脱 

あいち境界問題相談センタ－

ー 

調停申立 

申立受付 

調査員選任 

※調査が必要と認められる

場合に選任する 

※調査員が選任された場合 

調査員による争点整理 調査 

運営委員会委員長 

応 諾 

調停人選任 

第1回期日指定 

第 １ 回 期 日 

於：本センター調停室 

・事情聴取 

・争点の整理 

・請求の特定 

第○回期日 

和解契約書作成 

（特定和解に係る契約書作成を含む） 

 

合意（和解）成立 

不応諾 

担当調停人による手続の終了 

（和解の成立の見込みがない場合等） 

手続実施者による終了 

 

当事者双方への通知 当事者双方への通知 

当事者の希望により登記手続、境界標の設置等 

受 理 決 定 

相手方への通知 申立人への通知 

当事者による手続の終了 

受付担当者による説明 

（対申立人） 

期日費用 7,000円（申立人） 

(税込7,700円) 

※第2回以降は納付を要しない 

申立費用の返還 

 

成立費用 100,000円 

（税込110,000円) 

〔流 れ 図〕 
（相談及び調停手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       担当運営委員の選任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※日調連遠隔地調停を利用する場合は 

別途施設使用料等として,遠隔地 

センターの数に応じて1期日あたり 

10,000円(税込11,000円)を申立人 

で負担                                 必要に応じ 

・現地調停,時間外調停 

・日調連遠隔地調停,オンライン調停 

                              ・調査,測量又は鑑定等  

 

 

 

                 

 


